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《 条例制定の概要 》

この資料は，本市独自基準の内容の概要をまとめています。なお，現時点で

は，条例施行規則は「案」であり，解釈通知は「素案」であり，内容が変わる

ことがあります。詳しくは，平成２５年２月に実施する平成２４年度集団指導

で説明します。

なお，文中の「法」は 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す，

るための法律（平成１７年法律第１２３号 」のことです。）

○独自基準について

障害者が安心して生活できるよう，次の基本的な考え方から

独自基準を制定しています。

１ 公正，公平，適正の確保のため

２ 人権擁護のため

３ サービスの質向上のため

岡山市保健福祉局事業者指導課ホームページ（運営：岡山市）

http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00

003.html
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１ 暴力団員の排除

○基準条例

事業者の役員又は事業所の管理者が岡山市暴力団排除基本条例に定める暴

力団員でないこととする規定を新設します。

○対象サービス（施設）

全サービス共通

○条例の考え方

障害福祉サービスの事業活動により，暴力団の活動を助長し，又は暴力団

の運営に資することのないよう，暴力団員を排除し，利用者が安心してサー

ビスの利用ができる環境を整備します。

【指定障害福祉サービスの例】

（指定障害福祉サービス事業者の一般原則）

， 。 ，第３条 法第３６条第３項第１号の条例で定める者は 法人とする ただし

療養介護に係る指定又は短期入所（病院（医療法（昭和２３年法律第２０

５号）第１条の５第１項に規定する病院をいう。以下同じ ）又は診療所。

（同条第２項に規定する診療所をいう。以下同じ ）により行われるもの。

に限る ）に係る指定の申請については，この限りでない。。

２ 前項に定める者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれ

らに準ずる者をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者である

かを問わず，事業を行う者に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又

はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含

む ）及び当該申請に係る事業所を管理する者は，岡山市暴力団排除基本。

条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員であっ

てはならない。

３ （略）

４ 指定障害福祉サービス事業者は，利用者又は障害児の保護者の意思及び

人格を尊重して，常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定

障害福祉サービスの提供に努めなければならない。

５ 指定障害福祉サービス事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等の

ため，責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業者

に対し，研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
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《解釈通知の素案》

(1) 申請者の要件（サービス条例第３条第１項）

指定障害福祉サービス事業者の指定の申請者は法人でなければならない。

， ，ただし 次に掲げる障害福祉サービスの種類に係る指定の申請にあっては

この限りでない。

ア 療養介護

イ 病院又は診療所により行われる短期入所

(2) 暴力団員の排除（サービス条例第３条第２項）

障害福祉事業により暴力団の活動を助長し，又は暴力団の運営に資するこ

とのないよう，指定障害福祉サービス事業者の役員及び当該指定に係る事業

所の管理者（以下「役員等」という ）は，暴力団員であってはならないこ。

とを規定したものである。そのため，本市においては，指定障害福祉サービ

ス事業者の指定を受けようとする者は申請書に，役員等の変更に伴うものは

変更届に，役員等が暴力団員でない旨の誓約書に役員等名簿を添付して提出

平成２５年４月１日において現にしなければならないこととする。ただし，

指定を受けている全ての指定障害福祉サービス事業者は，同日における当該

指定に係る事業所の役員等である者について，前記にかかわらず，平成２５

年４月末日までに，役員等が暴力団員でない旨を誓約書に役員等名簿を添付

して市長に提出するものとする。
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２ 管理者の資格要件を設定

○基準条例

現行の従うべき基準の内容については，国の基準どおりとし，管理者の資

格要件を追加します。また，同等以上の能力を有すると認められる者につい

て，規則において明確にします。

○対象サービス（施設）

生活介護， （病院，診療所により行われる短期入所を除く ）短期入所 。

自立訓練（機能訓練 ，自立訓練（生活訓練 ，宿泊型自立訓練） ）

就労移行支援，就労継続支援A型，就労継続支援B型

，障害者支援施設共同生活介護，共同生活援助

○条例の考え方

管理者は，従業者の管理，業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に

行い，基準を遵守させるために必要な指揮命令を行う等重要な責務を担う者

ですが，国の基準にはその資格要件について規定されていないため，管理者

の資格要件を追加します。なお，その資格要件については，国の最低基準に

規定する施設長又は管理者の基準に合わせます。

○経過措置

平成２５年４月１日に当該事業所等の管理者である者については，２年間

平成２５年４月２日以降に当該事業所等のの経過措置があります。ただし，

管理者となる場合は，資格要件が必要（経過措置なし）となります。

【指定生活介護の例】

（管理者）

第８１条 指定生活介護事業者は，指定生活介護事業所ごとに専らその職務

に従事する管理者を置かなければならない。ただし，指定生活介護事業所

の管理上支障がない場合は，当該指定生活介護事業所の他の職務に従事さ

せ，又は当該指定生活介護事業所以外の事業所，施設等の職務に従事させ

ることができるものとする。

， （ ）２ 指定生活介護事業所の管理者は 社会福祉法 昭和２６年法律第４５号

第１９条第１項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業（同法

第２条第１項に規定する社会福祉事業をいう。以下同じ ）に２年以上従。

事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であって，

規則で定めるものでなければならない。
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【規則の案】

（管理者）

第８条 条例第８１条第２項（条例第１０１条，第１４４条，第１５５

条及び第１６６条において準用する場合を含む ，第１２６条第３項。）

（条例第１９９条において準用する場合を含む ）及び第１７６条第。

（ 。）２項 条例第１８９条及び第１９６条において準用する場合を含む

次の各号のいずれかの事業若しくは施に規定する規則で定める者は，

設の常勤の従業者として業務に従事した期間が通算して２年以上であ

る者又は社会福祉施設長資格認定講習課程を修了した者とする。

(1) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定す

る病院又は同条第２項に規定する診療所の事業

(2) 介護保険法第８条又は第８条の２に規定する事業又は施設

(3) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する特別支

援学校又は同法第８１条第２項に規定する特別支援学級

(4) 次に掲げる行政機関の事業

ア 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条に規定する

児童相談所

イ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１１条第１

項に規定する身体障害者更生相談所

ウ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条第１項

に規定する知的障害者更生相談所

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第６条第１項に規定する精神保健福祉センター

オ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１４条第１項に規定

する福祉に関する事務所

カ 地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）第５条に規定する保

健所

(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成１

４年法律第１６７号）第１条に規定する独立行政法人国立重度知的

障害者総合施設のぞみの園

(6) その他市長が特に認める事業又は施設
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【指定就労継続支援A型の例】

（管理者）

第１７６条 指定就労継続支援Ａ型事業者は，指定就労継続支援Ａ型事業所

ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし，

指定就労継続支援Ａ型事業所の管理上支障がない場合は，当該指定就労継

続支援Ａ型事業所の他の職務に従事させ，又は当該指定就労継続支援Ａ型

， 。事業所以外の事業所 施設等の職務に従事させることができるものとする

２ 指定就労継続支援Ａ型事業所の管理者は，社会福祉法第１９条第１項各

号のいずれかに該当する者，社会福祉事業に２年以上従事した者若しくは

企業を経営した経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認

められる者であって，規則で定めるものでなければならない。

《参考》

管理者に必要な要件は，以下のいずれかに該当することとなります。

１ 社会福祉主事任用資格を有する者

２ 社会福祉事業に２年以上従事した者

３ 企業を経営した経験を有する者（就労継続支援Ａ型・Ｂ型のみ）

４ その他規則で定める者

(1) 次のいずれかの事業に２年以上従事した者

① 病院又は診療所

② 介護保険法第８条又は第８条の２に規定する事業又は施設

③ 特別支援学校又は特別支援学級

④ 児童相談所，身体障害者更生相談所，知的障害者更生相談所，

精神保健福祉センター，福祉事務所，保健所

⑤ 独立行政法人 国立重度知的障害者総合支援施設 のぞみの園

⑥ その他市長が特に認める事業又は施設

※上記と同等以上と認められる事業又は施設

(2) 社会福祉施設長資格認定講習課程修了者
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３ サービス提供責任者の資格要件を明確に

○基準条例

厚生労働省令には明記されておらず，解釈通知において規定されているサ

ービス提供責任者の資格要件について，規則において明確にします。

○対象サービス

居宅介護，重度訪問介護，同行援護，行動援護

○経過措置

同行援護従業者養成研修応用課程を修了したものとみされたサービス提供

責任者の経過措置は，平成２６年９月３０日までです。同日までに同行援護

従業者養成研修応用課程を修了することが必要です。

【指定居宅介護の例】

（従業者の員数）

第５条 （略）

２ 事業者は，指定居宅介護事業所ごとに，常勤の従業者であ指定居宅介護

って専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模（当該指定

居宅介護事業者が重度訪問介護，同行援護又は行動援護に係る指定障害福

祉サービス事業者の指定を併せて受け，かつ，指定居宅介護の事業と重度

訪問介護，同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業とを

同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては，当該事業所

において一体的に運営している指定居宅介護及び重度訪問介護，同行援護

又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業の規模）に応じて１人以

上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において，

当該サービス提供責任者の員数については，事業の規模に応じて常勤換算

方法によることができる。

３ 前項の事業の規模は，前３月の平均値とする。ただし，新規に指定を受

ける場合は，推定数とする。

４ 第２項のサービス提供責任者は，介護福祉士その他の規則で定める者で

なければならない。

【規則の案】

（サービス提供責任者）

第２条 条例第５条第４項に規定する規則で定める者は，次に掲げる者

とする。
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(1) 介護福祉士

(2) 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律（平成１９

年法律第１２５号）附則第２条第２項の規定により行うことができ

ることとされた同法第３条の規定による改正後の社会福祉士及び介

護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第４０条第２項第５号の指

定を受けた学校又は養成施設において６月以上介護福祉士として必

要な知識及び技能を修得した者

(3) 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第２２条の

２３第１項に規定する介護職員基礎研修課程を修了した者

(4) 居宅介護従業者養成研修の１級課程を修了した者

(5) 居宅介護従業者養成研修の２級課程を修了した者であって，３年

以上介護等の業務に従事したもの

(6) 岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する

基準等を定める条例（平成２４年市条例第８５号）第５条第４項及

び岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並び

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第９０号）第

５条第４項に定めるサービス提供責任者の選任要件を満たす者

※規則の案の内容は，国の解釈通知の内容と同趣旨です。

国の解釈通知をそのまま適用します。

【指定重度訪問介護・指定同行援護・指定行動援護の例】

（準用）

第７条 前２条の規定は，重度訪問介護，同行援護及び行動援護に係る指定

障害福祉サービスの事業について準用する。

【規則の案】

（重度訪問介護）

２ 条例第７条に基づき，条例第５条第４項を の事業指定重度訪問介護

について準用する場合は，同項に規定する規則で定める者は，前項各

号に掲げる者とする。ただし，やむを得ない事情があると市長が認め

る場合には，従業者のうち相当の知識及び経験を有する者から選任す

ることができる。

（同行援護）

３ 条例第７条に基づき，条例第５条第４項を の事業につ指定同行援護

いて準用する場合は，同項に規定する規則で定める者は，次に掲げる

者とする。
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(1) 第１項各号に掲げる者であって同行援護従業者養成研修応用課程

を修了したもの

(2) 厚生労働省組織規則（平成１３年厚生労働省令第１号）第６２５

条に規定する国立障害者リハビリテーションセンター学院に置かれ

る視覚障害学科の教科を修了した者

(3) 前号の教科に準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の

養成を行う研修を修了した者

（指定同行援護事業所のサービス提供責任者に関する経過措置）

附則

第２条 第２条第１項各号のいずれかに該当する者については，平

成２６年９月３０日までの間，同条第３項に定める同行援護従業

者養成研修応用課程を修了したものとみなす。

２ 平成２３年９月３０日において現に地域生活支援事業における

移動支援事業に３年以上従事した者については，平成２６年９月

３０日までの間，第２条第３項第１号に定める第１項各号に掲げ

る者と同等のものとみなす。

（行動援護）

４ 条例第７条に基づき，条例第５条第４項を の事業につ指定行動援護

いて準用する場合は，同項に規定する規則で定める者は，次の各号の

いずれにも該当する者とする。

(1) 第１項各号のいずれかに該当する者又は行動援護従業者養成研修

課程（知的障害者外出介護従業者養成研修課程及び当該研修課程に

相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を含む ）を。

修了した者

(2) 知的障害者，知的障害児又は精神障害者の福祉に関する事業（直

接処遇に限る ）に 以上従事した経験を有する者。 ５年

指定行動援護事業所のサービス提供責任者に関する経過措置）（

附則

第３条 第２条第４項第１号に定める行動援護従業者養成研修課程

を修了した者は，平成２７年３月３１日までの間，第２条第４項

第２号中「５年」とあるのは「 」とする。３年

※規則の案の内容は，国の解釈通知の内容と同趣旨です。

国の解釈通知をそのまま適用します。
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４ 機能訓練指導員の資格要件を緩和

○基準条例

厚生労働省令には明記されておらず，解釈通知において規定されている機

能訓練指導員の資格要件について，規則において明確にします。また，理学

療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には，これらの者に代え

て，日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能

力を有する を機能訓練指導員として置くことができるとします。准看護師

○対象サービス

生活介護，自立訓練（機能訓練）

障害者支援施設が行う上記の昼間実施サービス

○条例の考え方

日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力

を有する者について，准看護師を機能訓練指導員の資格要件に追加すること

とします。

【指定生活介護の例】

（従業者の員数）

第８０条 指定生活介護の事業を行う者（以下「指定生活介護事業者」とい

う ）が当該事業を行う事業所（以下「指定生活介護事業所」という ）に。 。

置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。

(１) （略）

(2) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章，

第８章，第９章，第１６章及び附則第２条において同じ ，理学療法士。）

又は作業療法士及び生活支援員

（略）

４ 第１項第２号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合

には，これらの者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止

看護師その他の規則で定める者を機能するための訓練を行う能力を有する

として置くことができる。訓練指導員
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【規則の案】

（機能訓練指導員）

第７条 条例第８０条第４項，第１４３条第４項及び第２０９条第２項

看護師，准看護師，柔道整復師，あんに規定する規則で定める者は，

摩マッサージ指圧師又は言語聴覚士であって日常生活を営むために必

要な機能の減退を防止するために必要な訓練を行う能力を有する者と

する。

《解釈通知の素案》

(5) 機能訓練指導員（サービス条例第８０条第４項）

理学療法士及び作業療法士を確保することが困難な場合には，看護師のほ

か， ，柔道整復師，あん摩マッサージ指圧師，言語聴覚士の日常生准看護師

活を営むのに必要な機能の減退を防止するために必要な訓練を行う能力を有

する者をもって代えることができるものであること。

また，利用者の日常生活やレクリエーション，行事を通じて行う機能訓練

については，指定生活介護事業所の生活支援員が兼務して行っても差し支え

ない。
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５ 入所，居住施設は耐火，準耐火構造を義務付け

○基準条例
国の最低基準で認められている例外規定を削除し，耐火建築物又は準耐火

建築物であることを義務付けます。

○対象サービス（施設）
宿泊型自立訓練，障害者支援施設

○条例の考え方
利用者の特性を考慮し，利用者の安全性を確保するため，木造平屋建ての

建物であっても，耐火建築物又は準耐火建築物とします。

○経過措置
平成２５年４月１日において現に指定を受けている当該指定に係る事業所
等の建物（施行日後に増築され，又は全面的に改築された部分を除く ）が。

， 。木造かつ平屋建てである場合は 厚生労働省令の規定によることができます

●障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する
基準（参考）

【宿泊型自立訓練の例】
（設備の基準）
第五十八条 （略）
６ 宿泊型自立訓練の事業を行う者が当該事業を行う事業所（次項において
「宿泊型自立訓練事業所」という ）の建物（利用者の日常生活のために。
使用しない附属の建物を除く。同項において同じ ）は，耐火建築物（建。
築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第九号の二に規定する耐
火建築物をいう。同項において同じ ）又は準耐火建築物（同条第九号の。
三に規定する準耐火建築物をいう。同項において同じ ）でなければなら。
ない。

７ 前項の規定にかかわらず，都道府県知事（指定都市及び中核市にあって
は，指定都市又は中核市の市長）が，火災予防，消火活動等に関し専門的
知識を有する者の意見を聴いて，次の各号のいずれかの要件を満たす木造
かつ平屋建ての宿泊型自立訓練事業所の建物であって，火災に係る利用者
の安全性が確保されていると認めたときは，耐火建築物又は準耐火建築物
とすることを要しない。
一 スプリンクラー設備の設置，天井等の内装材等への難燃性の材料の使

， ，用 火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により
初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備さ
れており，円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設，搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の
確保等により，円滑な避難が可能な構造であり，かつ，避難訓練を頻繁
に実施すること，配置人員を増員すること等により，火災の際の円滑な
避難が可能なものであること。

※条例では上記第７項の内容を削除しています。
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６ 多様な手法を用いた評価

○基準条例

自主評価だけでなく，多様な評価の手法を用いて評価を行うことを義務と

します。さらに，障害者支援施設については，外部の者による評価及びそれ

らの結果の公表を努力義務とします。

○対象サービス（施設）

全サービス，障害者支援施設

○条例の考え方

サービスの質の評価方法については，自主評価だけでなく，多様な評価の

， ，手法を用いることとし 様々な視点から客観的にサービスの質の評価を行い

より良いサービスを提供することを目的とします。さらに，障害者支援施設

については，外部評価を努力義務とすることで，自己評価では見えない視点

からのサービスの質向上が期待できます。

【指定居宅介護の例】

（指定居宅介護の基本取扱方針）

第２４条 指定居宅介護は，利用者が居宅において自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるよう，当該利用者の身体その他の状況及びその

置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。

２ 指定居宅介護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定居

宅介護の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。

《解釈通知の素案》

(6) サービスの質の評価（サービス条例第２４条第２項）

提供された障害福祉サービスについては，目標達成の度合いや利用者及び

その家族の満足度等について常に評価を行うとともに，必要に応じて居宅介

護計画の変更を行うなど，その改善を図らなければならない。

サービスの評価は，自ら行う評価に限らず，第三者などの外部の者による

質の評価など，多様な評価の手法を用いて，様々な視点からサービスの質の

評価を行わなければならない。

また，より良いサービスの提供のために，その評価の結果を踏まえ，常に

サービスの質の改善を図らなければならない。
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【指定障害者支援施設の例】

（指定障害者支援施設の取扱方針）

第２５条 （略）

３ 指定障害者支援施設等は，多様な評価の手法を用いてその提供する施設

障害福祉サービスの質の評価を行い，常にその改善を図るとともに，定期

的に外部の者による評価を受けて，それらの結果の公表に努めなければな

らない。

《解釈通知の素案》

(7) サービスの質の評価（入所条例第２５条第３項）

提供された施設障害福祉サービスについては，目標達成の度合いや利用者

及びその家族の満足度等について常に評価を行うとともに，必要に応じて施

設障害福祉サービス計画の変更を行うなど，その改善を図らなければならな

い。

サービスの評価は，自ら行う評価に限らず，第三者などの外部の者による

質の評価など，多様な評価の手法を用いて，様々な視点からサービスの質の

評価を行わなければならない。

また，より良いサービスの提供のために，その評価の結果を踏まえ，常に

サービスの質の改善を図らなければならない。

なお，外部評価機関については，現在指定認知症対応型共同生活介護事業

所において実施されている都道府県が指定する外部評価機関に限らない。外

部評価結果の公表については，利用者及び利用者の家族へ提供するほか，事

業所内の外部の者にも確認しやすい場所に掲示する方法や，インターネット

を活用する方法などが考えられる。

外部評価について】【

現在介護保険の指定認知症対応型共同生活介護事業所において実施さ

れている都道府県が指定する 。自己評価のみ外部評価機関に限りません

ではなく，第三者の観点から，サービスの評価を行うよう努めてくださ

い。



- 14 -
（岡山市参考資料編）

７ 別居親族への訪問系サービス提供を制限

○基準条例

居宅介護事業所等の従業者が，その別居親族に対するサービス提供を制限

する規定を新設します。また，別居親族に対するサービス提供を制限する親

族の範囲について，規則において明確にします。

○対象サービス

居宅介護，重度訪問介護，同行援護，行動援護

○条例の考え方

家族介護と保険給付対象サービスを明確に区分します。ただし，利用者が

離島，山間のへき地その他の地域であって，その別居の親族からサービスの

提供を受けなければ，必要なサービスの見込量を確保することが困難である

と市長が認めるものについて例外規定を設け，詳細については規則において

明確にします。

【指定居宅介護の例】

（同居家族に対するサービス提供の禁止）

第２７条 指定居宅介護事業者は，従業者に，その同居の家族である利用者

に対する居宅介護の提供をさせてはならない。

（別居親族に対するサービス提供の制限）

第２８条 指定居宅介護事業者は，従業者に，その別居の親族である利用者

であって，規則で定めるものに対する指定居宅介護の提供をさせてはなら

ない。ただし，別居の親族である利用者に対する指定居宅介護が規則で定

める基準に該当する場合には，この限りでない。

【規則の案】

（別居の親族）

第３条 条例第２８条（条例第４４条第１項及び第２項において準用す

る場合を含む ）に規定する規則で定める者は，従業者との関係が，。

次の各号のいずれかに該当する利用者とする。

(1) 配偶者

(2) ３親等以内の血族及び姻族
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（３親等内の血族）

子，孫，ひ孫，兄弟姉妹，おい・めい，おじ・おば，父母，祖父母，曾祖

父母

（３親等内の姻族）

子の配偶者，孫の配偶者，ひ孫の配偶者，兄弟姉妹の配偶者，おい・めい

の配偶者，おじ・おばの配偶者

配偶者の兄弟姉妹，配偶者のおい・めい，配偶者のおじ・おば，配偶者の

父母，配偶者の祖父母，配偶者の曾祖父母

（別居の親族に対するサービス提供の制限の例外）

第４条 条例第２８条ただし書（条例第４４条第１項及び第２項におい

て準用する場合を含む ）に規定する規則で定める基準は，次の各号。

のいずれにも該当する場合とする。

(1) 指定居宅介護に係る利用者が離島，山間のへき地その他の地域で

あって，その別居の親族から指定居宅介護の提供を受けなければ，

必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると市長が認め

る地域に住所を有すること。

(2) 指定居宅介護が条例第５条第２項に規定するサービス提供責任者

の行う具体的な指示に基づいて提供されること。

(3) 指定居宅介護を提供する従業者の当該指定居宅介護に従事する時

間の合計時間が当該従業者が指定居宅介護に従事する時間の合計時

間のおおむね２分の１を超えないこと。

２ 指定居宅介護事業者は，条例第２８条ただし書及び前項の規定に基

づき，従業者にその別居の親族である利用者に対する指定居宅介護の

提供をさせる場合において，当該利用者の意向，当該利用者に係る条

例第２６条に規定する居宅介護計画の実施状況等からみて，当該指定

居宅介護が適切に提供されていないと認めるときは，当該従業者に対

し適切な指示を行う等の必要な措置を講じなければならない。

《解釈通知の素案》

(8) 別居親族に対するサービス提供の制限（サービス条例第２８条）

することと別居親族に対するサービス提供については，原則として，禁止

し，例外的に，離島，山間のへき地その他の地域であって，その別居の親族

から居宅介護等を受けなければ，必要な居宅介護等の見込量を確保すること

が困難であると市長が認めた地域に限り，その別居の親族に対するサービス

提供を認めることとしたものであるが，その運用については，次のとおりと

する。
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① 市長が認める地域は，厚生労働大臣が定める地域（平成１８年厚生労働

※省告示第５４０号）とする。

② 事業所は，当該事業所の従業者に，当該従業者と当該事業所の利用者と

の関係が配偶者又は３親等以内の血族若しくは姻族に該当する者 以下 別（ 「

居親族」という ）に対する居宅介護等を行わせる場合は，あらかじめ，。

別居親族に対する居宅介護等が認められるための用件を満たしていること

を確認できる書類を市長に届け出なければならない。

③ 事業所の従業者は，当該従業者と当該事業所の利用者との関係が別居親

族である者に対しての居宅介護等の実施が計画された場合は，直ちに，管

理者及びサービス提供責任者にその旨を報告しなければならない。

④ 市長は，要件に反した居宅介護等が行われている場合のほか，いったん

認めた別居親族に対する居宅介護等について，事後的にその要件を満たし

ていないと認めるときは，介護給付を行わず，又は既に支払った介護給付

の返還を求めるものとする。

⑤ 従業者が別居親族の居宅介護等に従事する時間の合計時間が当該従業者

の居宅介護等に従事する時間の合計時間のおおむね２分の１を超えないと

いう要件は，別居親族の居宅介護等が「身内の世話」ではなく「障害福祉

サービス事業所の従業者による介護」として行われることを担保する趣旨

で設けたものである。事業者は，こうした趣旨を踏まえ，従業者と当該事

業所の利用者との間に親族関係があるかどうかを確認するものとし，管理

者及びサービス提供責任者に対して必要な指揮命令を行わなければならな

い。

※岡山市における対象地域は次のとおりです。

（介護保険訪問介護の対象地域と同じです ）。

離島振興対策実施地域 犬島

振興山村 旧宇甘東村（下田・高津・宇甘・中泉）

旧宇甘西村（勝尾・紙工・虎倉）

旧竹枝村（大田・吉田・土師方・小倉）

旧上建部村（建部上・宮地・富沢・田地子・品田）
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８ 成年後見制度の活用支援

○基準条例

成年後見制度の活用支援について追加します。

○対象サービス（施設）

全サービス，障害者支援施設

○条例の考え方

適正な契約手続等の支援の促進を図るため，必要に応じ，利用者が成年後

見制度を活用することができるように支援することを明記します。

【指定居宅介護の例】

（指定居宅介護の具体的取扱方針）

第２５条 （略）

２ 指定居宅介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用する

ことができるように支援しなければならない。

《解釈通知の素案》

(9) 成年後見制度の活用支援（サービス条例第２５条第２項）

成年後見制度は，さまざまな障害により判断能力が十分でない者（知的障

害者，精神障害者，認知症高齢者など）の財産管理や障害福祉サービスの利

用契約などを，成年後見人等が本人に代わり行うことにより，このような者

の財産や権利を保護し支援する制度である。

指定居宅介護事業者は，適正な契約手続等を行うために成年後見制度の活

用が必要と認められる場合（利用者自身では，各種契約，不動産・預貯金等

の財産の管理等が困難であり，利用者の財産や権利を保護し支援する必要が

ある場合等）は，地域活動支援センターⅠ型や市町村担当課等の相談窓口を

利用者又は家族に紹介する等関係機関と連携し，利用者が成年後見制度を活

用することができるように支援しなければならない。
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９ 研修の機会確保

○基準条例

研修計画の作成，研修の実施，計画的な人材育成の規定を追加します。

○対象サービス（施設）

全サービス，障害者支援施設

○条例の考え方

従業者の資質向上のために，研修計画を作成，当該計画に従った研修の実

施を義務付けます。また，安定した事業運営のために，計画的な人材育成を

事業者の努力義務とします。

【指定居宅介護の例】

（勤務体制の確保等）

第３４条 （略）

， ，３ 指定居宅介護事業者は 従業者の資質の向上のために研修計画を作成し

当該計画に従い，研修を実施しなければならない。

４ 指定居宅介護事業者は，従業者の計画的な人材育成に努めなければなら

ない。

《解釈通知の素案》

(10) 研修の実施及び人材育成（サービス条例第３４条第３項及び第４項）

「 」指定居宅介護事業所の従業者の質の向上を図るために作成する 研修計画

は，当該事業所におけるサービス従業者の資質向上のための研修内容の全体

像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに，個別具体的な

研修の目標，内容，実施時期等を定めた計画を策定すること。なお，当該研

修には，障害者の人権擁護，虐待防止等の内容が含まれていなければならな

い。

， ， ，また 作成した研修計画に従い 当該事業所内で研修を実施するとともに

研修機関が実施する研修への参加の機会を確保するなど従業者の計画的な人

材育成に努めなければならない。
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１０ 運営規程の整備

○基準条例

運営規程に定めるべき項目を追加します。

○対象サービス（施設）

全サービス，障害者支援施設

○条例の考え方

サービスの質の向上に向けた取組みを自ら行う必要があることから，事故

発生時の対応，成年後見制度の活用支援，苦情解決体制の整備等の重要事項

について，あらかじめ運営規程に定めることを義務付けます。さらに，通所

・入所系サービス及び障害者支援施設については，身体拘束等の禁止及び緊

急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続についても，あらかじめ運営規程

に定めることを義務付けます。

【指定短期入所の例】

（運営規程）

第１０８条 指定短期入所事業者は，次の各号（第１００条第２項の規定の

適用を受ける施設にあっては，第３号を除く ）に掲げる事業の運営につ。

いての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容

(3) 利用定員

(4) 指定短期入所の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類

及びその額

(5) サービス利用に当たっての留意事項

(6) 緊急時， 等における対応方法事故発生時

(7) 非常災害対策

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

(9) 身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 成年後見制度の活用支援

(12) 苦情解決体制の整備

(13) その他運営に関する重要事項

（注）サービスの種類により内容が異なりますので御注意ください。
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※運営規程記載例

（緊急時,事故発生時等における対応方法）

， ，第○○条 従業者は 利用者に病状の急変その他緊急対応の必要が生じた場合は

速やかに主治の医師又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必

要な対応を行うとともに，管理者に報告するものとする。

， ，２ 事業者は 利用者に対する指定短期入所の提供により事故が発生した場合は

市町村，当該利用者の家族等に連絡するとともに，必要な措置を講ずるものと

する。

３ 事業者は，利用者に対する指定短期入所の提供により賠償すべき事故が発生

した場合には，損害賠償を速やかに行うものとする。

４ 事業者は，前項の損害賠償のために，損害賠償責任保険に加入するものとす

る。

（身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続）

第○○条 事業者は，指定短期入所の提供に当たっては，当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘

束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という ）を行わ。

ない。

２ 緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合には，その態様及び時間，利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録するものとする。

３ 事業者は，緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合には，当該利用者及びそ

の家族等に説明するものとする。

（虐待防止のための措置に関する事項）

第○○条 事業者は，利用者の人権の擁護及び虐待等の防止のため次の措置を講

ずるものとする。

(1) 虐待の防止に関する責任者の選定

(2) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(3) その他虐待防止のために必要な措置

２ 事業者は，指定短期入所の提供に当たり，当該事業所従業者又は養護者（利

用者の家族等障害者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者

を発見した場合は，速やかに，これを市町村に通報するものとする。

（成年後見制度の活用支援）

第○○条 事業者は，利用者と適正な契約手続等を行うため，必要に応じ，成年

後見制度の利用方法や関係機関の紹介など，成年後見制度を活用できるように

支援を行うものとする。

（苦情解決体制の整備）

第○○条 事業者は，指定短期入所の提供に係る利用者又はその家族からの苦情

に迅速かつ適切に対応するために，必要な措置を講ずるものとする。

２ 事業者は，指定短期入所の提供に関し，法第１０条第１項の規定により市町

村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員か
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らの質問若しくは照会に応じ，及び市町村が行う調査に協力するとともに，市

町村から指導又は助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従って必要な改善

を行うものとする。

（その他運営に関する留意事項）

第○○条 事業者は，指定短期入所の提供に関する記録を整備し，その完結の日

から５年間保存するものとする。

《解釈通知の素案》

(11) 運営規程（サービス条例第108条）

① 身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続（第

９号）

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合に身体拘束等を行う際の手続について，運営規程に定めておく

こと。

虐待の防止のための措置に関する事項（第1０号）②

「 」 ，「 （ ）短期入所における 虐待の防止のための措置 については 障害者 児

施設における虐待の防止について （平成17年10月20日障発第10200」

01号厚生労働省通知）に準じた取扱いをすることとし，指定短期入所事

業者は，利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応が図ら

虐れるための必要な措置について，運営規程に定めること。具体的には，

待防止責任者の選任，従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための

（研修方法や研修計画など）等を指すものであること。研修の実施

（施設の場合）

「虐待の防止のための措置」については 「障害者（児）施設における，

虐待の防止について （平成17年10月20日障発第1020001号厚生労働」

省通知）により，施設における虐待を未然に防止するための対策及び虐待

が発生した場合の対応について，技術的助言がなされているところである

が，より実効性を担保する観点から，指定障害者支援施設等においても，

利用者に対する虐待を，早期に発見して迅速かつ適切な対応が図られるた

虐待防止めの必要な措置について，運営規程に定めること。具体的には，

責任者の選任，従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の

（研修方法や研修計画など）等を指すものであること。実施

苦情解決制の整備（第1２号）③

苦情解決体制の整備等施設の運営に関する事項について，運営規程に定

めておくこと。
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１１ 非常災害対策の充実

○基準条例

非常災害対策の内容を追加します。

○対象サービス（施設）

療養介護，生活介護，短期入所，自立訓練（機能訓練 ，自立訓練（生活）

訓練 ，宿泊型自立訓練，就労移行支援，就労継続支援A型，就労継続支）

援B型，共同生活介護，共同生活援助，障害者支援施設

○条例の考え方

実効性の高い非常災害対策となるように，避難等の計画段階から災害の態

様ごとに具体的な対策を立て，必要な訓練を行うとともに，策定した具体的

な計画の概要を事業所内に掲示することを義務付けます。また，非常災害時

には，従業者だけでは対応が必ずしも十分でない場合が多いことから，近隣

の自治体，地域住民，障害福祉サービス事業者等との協力体制の整備に努め

ること，災害時要援護者の支援を行うため，障害者等特に配慮を要する者の

受入れに努めることを努力義務とします。

【指定療養介護の例】

（非常災害対策）

第７２条 指定療養介護事業者は，消火設備その他の非常災害に際して必要

なければならない。な設備を設け

２ 指定療養介護事業者は，当該事業所が立地する地域の自然条件等を踏ま

え，想定される非常災害の種類ごとに，その規模及び被害の程度に応じた

非常災害 関する具体的計画を 非常災害時のへの対応に 策定するとともに，

関係者との の の内容（次関係機関への通報及び 連絡 体制を整備し，それら

を定期的に従業者に周知しなければなら項において「計画等」という ）。

ない。

３ 指定療養介護事業者は，当該事業所の見やすい場所に，計画等の概要を

掲示しなければならない。

第２項の計画に従い，４ 指定療養介護事業者は，非常災害に備えるため，

避難 救出 その他必要な訓練を 定又は に係る訓練 その実効性を確保しつつ，

期的に行わなければならない。

５ 指定療養介護事業者は，非常災害における利用者等の安全の確保が図ら

れるよう，あらかじめ，近隣の自治体，地域住民，指定障害福祉サービス

事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等

と相互に支援及び協力を行うための体制の整備に努めるものとする。

６ 指定療養介護事業者は，非常災害時において，障害者，高齢者，乳幼児

等特に配慮を要する者の受入れに努めるものとする。
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解釈通知の素案》《

(12) 非常災害対策（サービス条例第７２条）

国の解釈通知に次の内容を加える取扱いとする。

また，指定療養介護事業者は，当該事業所の見やすい場所に，非常災害時

の関係機関への通報一覧表及び当該事業所における緊急連絡網並びに避難経

路等非常災害時に直ちに実施すべき事項の概要を掲示するものである。

指定療養介護事業者は，非常災害時には，当該事業所の利用者に限らず，

地域の障害者，高齢者，乳幼児等の特に配慮を要する者を受け入れる等，当

該事業所において可能な限り，援護が必要となった者への支援協力に努める

ものである。



- 24 -
（岡山市参考資料編）

１２ 記録の保存書類の明確化，保存期間の延長

○基準条例

厚生労働省令には明記されておらず，解釈通知において規定されている居

宅介護事業者等の保存書類について，規則において明確にします。

また，従業者の勤務記録，自立支援給付費等の請求及び受領等の記録につ

いても含め，保存期間を「完結の日から５年間」とします。

○対象サービス（施設）

全サービス，障害者支援施設

○条例の考え方

返還請求において特に必要となる記録について，保存書類に追加します。

， 「 」 「 」また 文書の保存期間の始期を サービスを提供した日 から 完結の日

に変更します。なお，介護保険サービスでは，文書の保存期間の始期は「完

結の日」とされています。

【指定居宅介護の例】

（勤務体制の確保等）

第３４条 指定居宅介護事業者は，利用者に対し，適切な指定居宅介護を提

指定居宅介護事業所ごとに，従業者の勤務の体制を定め，供できるよう，

その勤務の実績とともに記録しておかなければならない。

《解釈通知の素案》

(13) 勤務の体制等の記録（サービス条例第３４条第１項）

国の解釈通知に次の内容を加える取扱いとする。

また，併せて，月ごとにその勤務の実績とともに記録すること。

（記録の整備）

第４３条 指定居宅介護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸

記録を整備しておかなければならない。

規２ 指定居宅介護事業者は，利用者に対する指定居宅介護の提供に関する

則で定める記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならな

い。
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【規則の案】

（記録の整備）

第６条 条例第４３条第２項に規定する規則で定める記録は，次に掲げ

るものとする。

(1) 条例第１９条第１項に規定するサービスの提供の記録

(2) 条例第２６条第１項に規定する居宅介護計画

(3) 条例第３０条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 条例第３４条第１項に規定する勤務の体制等の記録

(5) 条例第４０条第２項に規定する苦情の内容等に係る記録

(6) 条例第４１条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録

(7) 法第６条に規定する自立支援給付及び条例第２１条第１項から第

３項までに規定する利用者負担額等に関する請求及び受領等の記録

《解釈通知の案》

(14) 記録の整備（サービス条例第４３条第２項）

障害者に対する指定居宅介護の提供に関する各種記録を整備し，その完結

の日から５年間保存しなければならないとしたものである。ここでいう「完

結の日」とは，利用者との契約の終了日又はサービス提供した日ではなく，

それぞれの書類ごとにその書類を使わなくなった日とする。利用者との契約

が継続している間において，当該利用者に関する全ての記録の保存を求める

ものではない。例えば，介護給付費の請求の根拠となるサービス提供の記録

は，その記録に対する介護給付費等を請求し，受領した日が「完結の日」と

なり，その翌日から５年間保存することとなる。

【完結の日について】

「完結の日」とは 「それぞれの書類ごとにその書類を使わなくなっ，

た日」です。利用者との契約が継続している間，当該利用者に関する

全ての記録の保存を求めるものではありません。

， ，例えば 自立支援給付費の請求の根拠となるサービス提供の記録は

その記録に対する自立支援給付費等を請求し，受領した日が「完結の

日」となります。

なお，この考え方は，障害者自立支援法に基づく記録について適用

され，他の法律等により保存の規定が設けられているものは，その規

定に従うこととなります。
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１３ 運営規程の変更の届出

○運営規程の変更の届出

運営規程に変更があったときは，１０日以内に，その旨を市長に届け出な

条例制定に伴う運営規程の変更に限り，前記にかければならない。ただし，

かわらず，平成２５年４月末日までに届け出ることで足りるものとする。

１４ 暴力団員でない旨の届出

○暴力団員でない旨の届出

平成２５年４月１日において現に指定を受けている全ての指定障害者支援

施設及び指定障害福祉サービス事業者は，同日における当該指定に係る施設

又は事業所の役員等（管理者を含む ）である者について，平成２５年４月。

末日までに，役員等が暴力団員でない旨を誓約書に役員等名簿を添付して市

長に提出するものとする。

※誓約書の様式は後日掲載する予定です。

（岡山市参考資料編）


